
　高齢者虐待防止研修会

　介護サービス利用ガイドマップ

　リハビリ専門職による団体等支援 認知症地域支援推進員の配置

◆一般介護予防評価事業 ◆地域ケア会議推進事業

　介護予防事業全般の評価 　個別事例検討および地域課題の抽出と検討

　「高島あしたの体操」等に取り
　組む団体への自主活動支援
　高島市通いの場支援事業

認知症初期集中支援チームの配置
認知症初期集中支援検討会議

◆地域リハビリテーション活動支援事業 ◆認知症地域支援・ケア向上事業

　介護予防フォーラム・出前講座 　生活支援コーディネーターの配置 ◆認知症サポーター等養成事業

◆地域介護予防活動支援事業 ◆認知症初期集中支援推進事業 　認知症サポーター養成講座など

　窓口相談訪問・未利用者訪問 　在宅医療介護関係者向け研修会 ◆介護サービス相談員派遣事業

◆介護予防普及啓発事業 ◆生活支援体制整備事業 　サービスの資質向上（介護サー
ビス相談員が事業所と利用者の
橋渡し役）

　オンライン体操教室
　運動機能向上教室など

　生活支援体制事業協議体の設置

【一般介護予防事業】 　在宅医療連携コーディネーターの配置 ◆福祉用具・住宅改修支援事業

◆介護予防把握事業 　在宅医療関連市民啓発 　住宅改修理由書作成助成

　高額サービス費・高額医療介護合算サービス費 ◆在宅医療・介護連携推進事業 　後見人等報酬助成

　短期集中予防サービス（リハビリ） 　介護支援専門員への支援 　位置探索システム（ＧＰＳ）の利用助成

◆第１号介護予防
　　　ケアマネジメント支援事業

　サービス担当者会議の支援 ◆家族介護継続支援事業

　主任介護支援専門員研修・情報交換会 　介護用品の助成(要介護４・５)

　ケアプラン作成による支援・一部委託 ◆成年後見制度利用支援事業

◆サービス諸費 　 委託型地域包括支援センター運営 　成年後見制度における市長申し立て

◆第１号通所事業
◆包括的・継続的
　　　ケアマネジメント支援事業

　通所型サービス（レクレーション等） 　地域包括支援センター運営協議会 ◆認知症高齢者見守り事業

　家族介護教室

◆第１号訪問事業 　高齢者障がい者虐待対応支援ネット ◆家族介護教室    

　訪問型サービス（主に生活支援） 　（県弁護士会・社会福祉士会との連携）

　高齢者虐待等個別相談支援

≪介護保険事業特別会計≫

【介護予防・生活支援サービス事業】 ◆総合相談支援・権利擁護事業 ◆介護給付等費用適正化事業

　高齢者の相談対応
～要支援者・基本チェックリストによる

　　事業対象者に対するサービス～
　ケアプランや住宅改修の点検

地域支援事業

介護予防・日常生活
支援総合事業 包括的支援事業 任意事業

令和６年度

令和４年度から重層的支援体制整備事業として実施。重層
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≪一般会計≫

■指定介護予防支援事業所運営事業

地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として、要支援者の介護予防サービス計画を作成。

一部、居宅介護支援事業所へ委託。（訪問型サービス又は通所型サービスのみのプランの場合は地域支援事業



高島市基幹型、委託型地域包括支援センター役割分担表

基幹型地域包括支援センター 委託型地域包括支援センター

新旭・朽木 マキノ・今津・安曇川・高島

介護予防ケアマネジメント業務

福祉用具購入支援

介護予防ケアマネジメント業務
（第1号介護予防支援事業）

担当地域 ◎

要支援認定者サービス未利用者訪問（担当地域） ◎
一般介護予防事業利用希望者訪問（担当地域） ◎
一般介護予防事業対象者の決定 ×
一般介護予防事業利用者支援（担当地域） ◎

総合相談 担当地域 ◎

○

○

緊急判断会議、コア会議、モニタリング会議 〇
初期相談・支援（担当地域） ◎

市長申し立て ×

地域ケア会議 〇

介護支援専門員への支援（担当地域） ◎

居宅介護支援事業所が作成したプランや評価表への
コメント記入（担当地域） ◎

湖西介護支援専門員連絡協議会への支援 ◎

地域ケア個別会議開催（担当地域） ◎

多職種連携地域ケア会議 ○

医師会委託事業

在宅医療介護連携に係る地域課題の抽出と解決策の
検討（各種会義の開催）

第1層（NPO法人コミュニティーねっとわーく高島委
託） ×

第2層（社会福祉協議会委託） ○

認知症地域支援推進員設置 〇

認知症初期支援チーム設置 〇

認知症サポーター養成講座・ステップアップ講座など ×

認知症の方の一人歩きに対する相談・支援
（担当地域） ◎

事前登録申請、ＧＰＳ利用補助申請 〇

行方不明時の対応 〇

担当地域の事業所 ◎

◎:主体的に実施　〇:報告・連携・参加など　×:担当なし

担当地域

介護予防把握事業

認知症支援・ケア向上事業

業務内容

◎

成年後見制度関係

包括的・継続的ケアマネジメント業務

指
定
介
護

予
防
支
援

業
務

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支

援
総
合
事
業

通報受理・事実確認・ケース支援（担当地域）
高齢者虐待対応

総
合
相
談
・
権
利
擁
護
事
業

担当地域

地域密着型運営推進会議

認知症見守り事業

地域ケア会議推進事業

〇在宅医療・介護連携推進義業

生活支援体制整備事業

認知症初期集中支援事業

認知症サポーター養成事業
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